
○
総
務
省
令
第

号

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
九
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
七
条
、
第
五
十
一

条
、
第
五
十
八
条
及
び
第
八
十
九
条
、
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
六
、
離
島
振
興

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
十
条
、
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
七
条
、

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
三
十
八
条
並
び
に
過
疎
地
域
の
持
続
的

発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
振
興
特
別

措
置
法
第
九
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

金
子

恭
之

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合

等
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等

を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場

合
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
九
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
九
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

第
一
条

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
観
光
地
形
成
促
進
計
画
の
提
出
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

一

事
業
税

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
観
光
地
形
成
促
進
計
画
の
提
出
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
項
に
規
定
す
る
施
設
（
以
下

て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
項
に
規
定
す
る
施
設
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
（
法
第
八
条
第
一

こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
施
設
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に

「
対
象
施
設
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
対
象
施
設
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の

つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
対
象
施
設
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年

属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て

又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る

課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
対
象
施
設
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算

も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
対
象
施
設
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ

し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

対
象
施
設
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
施
設
で
、
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

対
象
施
設
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
施
設
で
、
第
二
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
こ
と
。

一

対
象
施
設
の
要
件

イ

当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構
築
物
（
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
も
の

イ

当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構
築
物
（
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
も
の

と
し
、
事
務
所
、
宿
舎
若
し
く
は
宿
泊
施
設
、
駐
車
施
設
、
遊
技
施
設
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
又
は
物
品
販

と
し
、
事
務
所
、
宿
舎
若
し
く
は
宿
泊
施
設
、
駐
車
施
設
、
遊
技
施
設
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
又
は
物
品
販

売
施
設
の
う
ち
そ
の
利
用
に
つ
い
て
対
価
又
は
負
担
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
定
め
の
あ
る
施
設
に
係

売
施
設
の
う
ち
そ
の
利
用
に
つ
い
て
対
価
又
は
負
担
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
定
め
の
あ
る
施
設
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六

る
も
の
を
除
く
。
）
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六

号
）
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十

号
）
第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条

三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入

及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
高

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
高
度
情
報
通

度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に

信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は

あ
っ
て
は
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
条
の
五
の
五
第
一
項
又
は
第
四

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
条
の
五
の
五
第
一
項
、
第
四
十
二
条
の
十

十
二
条
の
十
二
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
導
入
計
画
に
記
載
さ
れ
た
当
該
各
項
に
規
定
す
る
認
定
特

二
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
十
五
の
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
導
入
計
画
に
記
載
さ
れ
た

定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
（
以
下
「
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
」
と
い
う
。
）
に

当
該
各
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
（
以
下
「
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技

限
る
。
）
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
千
万
円
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

術
活
用
設
備
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
千
万
円
を
超
え
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

会
員
そ
の
他
の
当
該
対
象
施
設
を
一
般
の
利
用
客
に
比
し
て
有
利
な
条
件
で
利
用
す
る
権
利
を
有
す
る

ロ

会
員
そ
の
他
の
当
該
対
象
施
設
を
一
般
の
利
用
客
に
比
し
て
有
利
な
条
件
で
利
用
す
る
権
利
を
有
す
る

者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
会
員
等
」
と
い
う
。
）
が
存
す
る
施
設
（
当
該
施
設
の
利
用
に
つ
き
そ
の

者
が
存
す
る
施
設
又
は
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

利
用
料
金
を
除
き
一
般
の
利
用
客
に
会
員
等
と
同
一
の
条
件
で
当
該
施
設
を
利
用
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
旨

律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風
俗

が
当
該
施
設
の
利
用
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
風
俗
営
業

関
連
特
殊
営
業
の
用
に
供
す
る
施
設
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
用
に
供
す
る
施

設
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
で
あ
る
こ
と
。

二

対
象
施
設



イ

ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

次
に
定
め
る
施
設

イ

ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

次
に
定
め
る
施
設

［
削
る
］

庭
球
場

(1)

～

［
略
］

～

［
同
上
］

(1)

(4)

(2)

(5)

テ
ー
マ
パ
ー
ク
（
文
化
、
歴
史
、
科
学
そ
の
他
の
特
定
の
主
題
に
基
づ
い
て
施
設
全
体
の
環
境
を
整

遊
園
地
（
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
、
遊
戯
用
電
車
そ
の
他
の
遊
戯
施
設
を
設
け
、
主
と
し
て
当
該
設
備

(5)

(6)

備
し
、
そ
の
主
題
に
関
連
す
る
遊
戯
施
設
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
、
当
該
設
備
に
よ
り
客
に
娯
楽
を
提

に
よ
り
客
に
遊
戯
を
さ
せ
る
施
設
を
い
う
。
）

供
す
る
施
設
を
い
う
。
）

［
削
る
］

野
営
場
（
野
外
に
お
け
る
宿
泊
を
主
た
る
目
的
と
し
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
た
め
の

(7)
施
設
で
、
管
理
施
設
、
炊
事
施
設
、
汚
水
処
理
施
設
、
便
所
そ
の
他
利
便
施
設
を
備
え
た
も
の
を
い

う
。
）

［
削
る
］

野
外
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
場
（
専
ら
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
た
め
、
材
木
、

(8)
ロ
ー
プ
等
で
組
み
立
て
ら
れ
た
構
築
物
が
自
然
の
地
形
等
を
利
用
し
て
野
外
に
連
続
的
に
配
置
さ
れ
た

施
設
で
、
管
理
施
設
、
休
憩
所
そ
の
他
利
便
施
設
を
備
え
た
も
の
を
い
う
。
）

［
削
る
］

マ
リ
ー
ナ
（
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
ヨ
ッ
ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の

(9)
他
の
船
舶
を
係
留
す
る
係
留
施
設
及
び
こ
れ
ら
の
船
舶
の
利
便
に
供
す
る
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
の
二
又

は
第
九
号
の
三
か
ら
第
十
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
（
陸
上
船
舶
保
管
施
設
、
係
留
施
設
そ
の
他
の

施
設
で
船
舶
を
長
期
に
保
管
す
る
者
が
専
ら
利
用
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と
し
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ

る
施
設
に
あ
っ
て
は
駐
車
場
に
限
る
も
の
と
し
、
同
項
第
九
号
の
三
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
緑

地
、
広
場
、
植
栽
及
び
休
憩
所
に
限
る
も
の
と
し
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
専
ら
乗

組
員
が
利
用
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
施
設
を
い
う
。
）

［
削
る
］

ダ
イ
ビ
ン
グ
施
設
（
海
洋
で
ダ
イ
ビ
ン
グ
を
行
う
者
の
利
便
の
向
上
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
施
設

(10)
で
、
器
材
展
示
販
売
室
及
び
講
習
室
（
実
習
用
プ
ー
ル
を
含
む
。
）
を
備
え
た
も
の
を
い
う
。
）

［
略
］

［
同
上
］

(6)

(11)

ロ

教
養
文
化
施
設

次
に
定
め
る
施
設

ロ

教
養
文
化
施
設

次
に
定
め
る
施
設

［

略
］

［

同
上
］

(1)

(1)

［
削
る
］

博
物
館
（
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
、
産
業
、
自
然
科
学
等
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管
（
育
成
を

(2)
含
む
。
）
し
、
展
示
し
て
教
育
的
配
慮
の
下
に
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
施
設
を
い
う
。
）

［
削
る
］

美
術
館

(3)

～

［
略
］

～

［
同
上
］

(2)

(5)

(4)

(7)

ハ

休
養
施
設

次
に
定
め
る
施
設

ハ

休
養
施
設

次
に
定
め
る
施
設

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(1)

(2)

(1)

(2)

ス
パ
施
設
（
浴
場
施
設
で
あ
つ
て
、
海
水
、
海
藻
、
海
泥
そ
の
他
の
海
洋
資
源
、
法
第
三
条
第
一
号

海
洋
療
法
施
設
（
海
水
、
海
藻
、
海
泥
そ
の
他
の
海
洋
資
源
若
し
く
は
海
洋
性
気
候
そ
の
他
の
海
洋

(3)

(3)

に
規
定
す
る
沖
縄
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
沖
縄
」
と
い
う
。
）
の
泥
岩
そ
の
他
の
堆
積
岩
又
は
沖

環
境
の
有
す
る
医
学
的
な
治
療
効
果
、
健
康
増
進
効
果
、
美
容
・
痩
身
効
果
等
を
利
用
し
た
病
気
の
治

縄
の
農
産
物
そ
の
他
の
植
物
の
有
す
る
美
容
・
痩
身
効
果
そ
の
他
の
健
康
増
進
効
果
を
利
用
し
、
マ
ッ

療
、
保
養
、
健
康
増
進
等
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
人
材
の
育
成
若
し
く
は
研
究
開
発
を
行
う
た
め
の
施

サ
ー
ジ
そ
の
他
手
技
又
は
機
器
を
用
い
て
心
身
の
緊
張
を
弛
緩
さ
せ
る
た
め
の
施
術
を
行
う
た
め
の
施

設
で
、
浴
槽
、
プ
ー
ル
、
シ
ャ
ワ
ー
施
設
、
サ
ウ
ナ
施
設
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
設
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー

設
及
び
休
憩
室
を
備
え
た
も
の
を
い
う
。
）

ム
（
室
内
に
お
い
て
体
力
向
上
を
目
的
と
し
た
運
動
を
行
う
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
診
療
施
設
、
研
修
施
設
又
は
研
究
施
設
を
備
え
た
も
の
を
い
う
。
）

［

略
］

［

同
上
］

(4)

(4)



ニ

集
会
施
設

次
に
定
め
る
施
設

ニ

集
会
施
設

次
に
定
め
る
施
設

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(1)

(3)

(1)

(3)

結
婚
式
場
（
専
ら
挙
式
、
披
露
宴
の
挙
行
そ
の
他
の
婚
礼
の
た
め
の
役
務
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設

［
新
設
］

(4)
を
い
い
、
宿
泊
施
設
に
併
せ
て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
当
該
宿
泊
施
設
と
同
一
の
建
物
内
に
設
置
さ
れ
る

も
の
及
び
婚
礼
の
た
め
の
役
務
を
提
供
し
な
い
場
合
に
お
い
て
飲
食
そ
の
他
の
役
務
を
提
供
す
る
た
め

の
施
設
と
し
て
営
業
す
る
も
の
を
除
く
。
）

［
ホ

略
］

［
ホ

同
上
］

（
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条

法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

第
二
条

法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
産
業
振
興
計
画
の
提
出
の
日
（
以
下
こ
の
条

一

事
業
税

法
第
二
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
産
業
振
興
計
画
の
提
出
の
日
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四

に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
三
条
第
六
号
に
規

十
二
条
の
九
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
一
の
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
れ

定
す
る
情
報
通
信
産
業
（
以
下
「
情
報
通
信
産
業
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
八
号
に
規
定
す
る
情
報
通
信

を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令

技
術
利
用
事
業
（
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
事
業
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
一
の
設
備
で
あ
っ
て
、

第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て

こ
れ
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施

は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
千
万
円
を

行
令
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に

超
え
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業

あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
千

者
（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の

万
円
を
超
え
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者

条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
対
象
設
備
を
事
業
の
用
に

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
対
象
設
備
を

供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
沖
縄

事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入

県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
対
象
設
備
に
係
る
も
の

金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
対
象
設
備

と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る

い
る
場
合

こ
と
と
し
て
い
る
場
合

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

固
定
資
産
税

提
出
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
設
備
を

三

固
定
資
産
税

提
出
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
設
備
を

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
又
は
当

屋
又
は
当
該
設
備
で
あ
る
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
提
出
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、

該
設
備
で
あ
る
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
提
出
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土

か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る

地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋

当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る

又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用

ロ

機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定

シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
百
万
円
を
超
え

の
合
計
額
が
百
万
円
を
超
え
る
も
の

る
も
の

（
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条

法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

第
三
条

法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
計
画
の
提
出
の
日
（
以
下

一

事
業
税

法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
高
度
化
・
事
業
革
新
促
進
計
画
の
提
出
の
日
（
以



こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
い

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る

ず
れ
か
の
設
備
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認

い
ず
れ
か
の
設
備
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た

定
事
業
者
（
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
設
備

条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に

を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収

供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
沖
縄

入
金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に

県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し

係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ

て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

と
と
し
て
い
る
場
合

場
合

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用

ロ

機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定

シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
五
百
万
円
を
超

の
合
計
額
が
五
百
万
円
を
超
え
る
も
の

え
る
も
の

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

固
定
資
産
税

提
出
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
設
備
を

三

固
定
資
産
税

提
出
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
設
備
を

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
（
倉
庫
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
（
倉
庫
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
家

で
あ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
又
は
当
該
設
備
で
あ
る
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
提
出

屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
提
出
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限

日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と

し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け

す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資

る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ

産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

と
と
し
て
い
る
場
合

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用

ロ

機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定

シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
百
万
円
を
超
え

の
合
計
額
が
百
万
円
を
超
え
る
も
の

る
も
の

（
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
四
条

法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

第
四
条

法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

法
第
四
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
計
画
の
提
出
の
日
（
以
下
こ

一

事
業
税

法
第
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
計
画
の
提
出
の
日
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
租
税
特
別
措
置
法

の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
租
税
特
別
措
置
法

第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備

第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備

（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限

（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限

る
。
）
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
千
万
円
を
超
え
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却

る
。
）
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
千
万
円
を
超
え
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却

設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
（
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
事

設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」

業
者
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以

う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の

後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準

各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と

額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ

に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合



［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

固
定
資
産
税

提
出
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
設
備
を

三

固
定
資
産
税

提
出
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
設
備
を

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
（
倉
庫
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
（
倉
庫
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
家

で
あ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
提
出
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も

屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
提
出
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限

の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を

り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と

敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る

す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
械
及
び
装
置
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は

ロ

機
械
及
び
装
置
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技

認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
百
万
円
を

術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
百
万
円
を
超
え
る
も
の

超
え
る
も
の

（
法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
五
条

法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

第
五
条

法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
金
融
活
性
化
特
別
地
区
の
指
定
の
日
（
以
下
こ
の

一

事
業
税

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
金
融
活
性
化
特
別
地
区
の
指
定
の
日
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
五
十
五
条
の
二

条
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
五
十
五
条
の
二

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
経
済
金
融
活
性
化
産
業
（
以
下
「
特
定
経
済
金
融
活
性
化
産
業
」
と
い

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
経
済
金
融
活
性
化
産
業
（
以
下
「
特
定
経
済
金
融
活
性
化
産
業
」
と
い

う
。
）
の
用
に
供
す
る
一
の
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
第
六

う
。
）
の
用
に
供
す
る
一
の
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
第
六

条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限

（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限

る
。
）
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
五
百
万
円
を
超
え
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象

る
。
）
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
千
万
円
を
超
え
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設

設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
設
置

備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
設
置
者
」
と
い

者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
対
象
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事

う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
対
象
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以

業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の

後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準

課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
対
象
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て

額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
対
象
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事

課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

固
定
資
産
税

指
定
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
設
備
を

三

固
定
資
産
税

指
定
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
設
備
を

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
の
敷
地

屋
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
指
定
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ

で
あ
る
土
地
（
指
定
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の

の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合

あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不

に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を

均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用

ロ

機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品
（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定

シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
設
備
に
限
る
。
）
で
、
こ
れ
ら
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
百
万
円
を
超
え

の
合
計
額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
も
の

る
も
の

（
法
第
八
十
九
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）



第
六
条

法
第
八
十
九
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

第
六
条

法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
場
合

い
る
場
合

イ

法
第
三
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
離
島
と
し
て
定
め
ら
れ
た
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

イ

法
第
三
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
離
島
と
し
て
定
め
ら
れ
た
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
及

間
に
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
及

び
簡
易
宿
所
営
業
（
こ
れ
ら
の
事
業
の
う
ち
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

び
簡
易
宿
所
営
業
（
こ
れ
ら
の
事
業
の
う
ち
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
該
当
す
る
事
業
を
除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
ホ

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
該
当
す
る
事
業
を
除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
ホ

テ
ル
用
、
旅
館
用
又
は
簡
易
宿
所
用
の
建
物
（
そ
の
構
造
及
び
設
備
が
旅
館
業
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定

テ
ル
用
、
旅
館
用
又
は
簡
易
宿
所
用
の
建
物
（
そ
の
構
造
及
び
設
備
が
旅
館
業
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
五
百
万

す
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
千
万
円

円
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
第
一
号

を
超
え
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者

に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等
が
千
万
円
超
五
千
万
円
以
下
で
あ
る
法
人
（
新
設
又
は
増
設
を
行
う
も
の
に

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
、
当
該
対
象
設
備

限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
千
万
円
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人
に

を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は

あ
っ
て
は
二
千
万
円
と
す
る
。
）
以
上
の
も
の
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
九
第
十
二
項

収
入
金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
対
象
設

に
規
定
す
る
確
認
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
の
新
設
、

備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

改
修
又
は
増
設
（
資
本
金
等
の
額
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人
が
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
新
設
又
は
増
設

に
限
る
。
）
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
沖
縄

県
が
、
当
該
対
象
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業

年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
沖
縄
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い

う
。
）
の
う
ち
対
象
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

ロ

畜
産
業
又
は
水
産
業
を
行
う
個
人
で
そ
の
者
又
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
事
業

ロ

畜
産
業
、
水
産
業
又
は
薪
炭
製
造
業
を
行
う
個
人
で
そ
の
者
又
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
っ
て

を
行
っ
た
日
数
の
合
計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の
一
を
超
え
、
か

こ
れ
ら
の
事
業
を
行
っ
た
日
数
の
合
計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の

つ
、
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
法
第
三
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
離
島
と
し
て
定
め
ら
れ

一
を
超
え
、
か
つ
、
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
法
第
三
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
離
島
と

た
日
の
属
す
る
年
以
後
の
各
年
の
そ
の
者
の
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

し
て
定
め
ら
れ
た
日
の
属
す
る
年
以
後
の
各
年
の
そ
の
者
の
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
当
該
対
象
施
設
に
係
る
所
得
金
額
等
の
計
算
方
法
等
）

（
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
当
該
対
象
施
設
に
係
る
所
得
金
額
等
の
計
算
方
法
等
）

第
七
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
当
該
対
象
施
設
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
、
第
二
条
第
一
号
の
当
該

第
七
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
当
該
対
象
施
設
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
、
第
二
条
第
一
号
の
当
該

対
象
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
、
第
三
条
第
一
号
の
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た

対
象
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算

額
、
第
四
条
第
一
号
の
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
、
第
五
条
第
一
号
の
当
該
対
象
設
備
に
係

し
た
額
、
第
四
条
第
一
号
の
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
、
第
五
条
第
一
号
の
当
該
対
象
設
備

る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
及
び
前
条
第
一
号
の
当
該
対
象
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
は
、
次
の

に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
及
び
前
条
第
一
号
の
当
該
対
象
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
は
、

各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

一

そ
の
行
う
主
た
る
事
業
が
電
気
供
給
業
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第

一

そ
の
行
う
主
た
る
事
業
が
電
気
供
給
業
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
ガ
ス
供
給
業
又
は
倉
庫
業
の
法
人
の
場
合

い
て
同
じ
。
）
、
ガ
ス
供
給
業
又
は
倉
庫
業
の
法
人
の
場
合

沖
縄

県
に

お
い

て
当

該
法

人
に

課
す

る
事

業
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

当
該

事
業

年
度

に
係

る
所

得
又

沖
縄

県
に

お
い

て
当

該
法

人
に

課
す

る
事

業
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

当
該

事
業

年
度

に
係

る
所

得
又

は
収
入

金
額

（電
気
供

給
業
又
は

ガ
ス
供
給
業

に
係
る
も

の
を
除
く

。

）

は
収

入
金

額

（電
気

供
給
業

又
は

ガ
ス

供
給
業

に
係
る
も

の
を

除
く

。

）

当
該

新
設
し

又
は
増
設
し

た
施
設
又

は
設
備
に

係
る
固
定
資

産
の
価
額

の
う

ち
第

１
条

第
２

項
の

当
該

新
設

し
又

は
増

設
し

た
施
設
又

は
設
備
に

係
る

固
定
資

産
の

価
額

の
う
ち

第
１

条
第

２
項

の
、

、



対
象

施
設

第
２
条
第
１
号

第
５
条

第
１
号
及

び
前
条
第
１

号
の
対
象

設
備

並
び

に
第

３
条

第
１

対
象

施
設

第
３

条
第
１

号
及
び

第
４

条
第

１
号

の
特
別

償
却

設
備
並

び
に
情
報
通

信
産
業

用
情

、
、

、
、

号
及
び
第

４
条
第
１

号
の
特
別

償
却
設
備

（以
下
こ
の

条
に
お
い

て

「対
象

施
設

等

」と
い

う

。

）

報
通

信
技

術
利

用
事

業
用

特
定

経
済
金
融

活
性

化
産

業
用
及

び
旅

館
業
用

の
設

備

（以
下
こ
の

条
、

に
係
る
固
定

資
産
の
価
額

に
お

い
て

「対
象

施
設
等

」と
い
う

。

）に
係
る
固
定

資
産
の
価
額

×

×

当
該

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

又
は

増
設

し
た

者
が

沖
縄

県
内

に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
当

該
施

設
又

は
設

備
を

新
設
し

又
は
増
設
し

た
者
が
沖

縄
県

内
に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
、

、

固
定

資
産

の
価

額

（主
た

る
事

業
が

電
気

供
給

業
又

は
ガ

ス
供

給
業

の
法

人
に

あ
っ

て
は

当
該

固
定

固
定

資
産

の
価

額

（主
た

る
事
業

が
電
気
供

給
業
又
は
ガ

ス
供
給
業
の

法
人
に
あ

っ
て
は
当

該
固
定

資
産
の

価
額
の
う

ち
対
象
施
設

等
に
係
る

固
定
資
産
の

価
額

）

資
産

の
価

額
の

う
ち
対

象
施
設

等
に
係
る

固
定
資
産
の

価
額

）

＋
沖

縄
県

に
お

い
て

当
該

法
人

に
課

す
る

事
業

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
当

該
事

業
年

度
に

係
る

収
入

金
＋

沖
縄

県
に

お
い

て
当

該
法

人
に

課
す

る
事

業
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

当
該

事
業

年
度

に
係

る
収

入
金

額
の
う
ち

電
気
供
給

業
に
係
る

収
入
金
額

額
の

う
ち

電
気

供
給

業
に

係
る
収

入
金
額

当
該

新
設

し
又

は
増

設
し

た
施

設
又

は
設

備
に

係
る

固
定

資
産

の
価

額
の

う
ち

電
気

供
給

業
用

の
当

該
新

設
し

又
は

増
設
し

た
施
設
又

は
設
備
に
係

る
固
定
資

産
の
価
額
の

う
ち
電
気

供
給
業
用

の
、

、

設
備
に
係

る
固
定
資
産

の
価
額

設
備

に
係

る
固

定
資

産
の

価
額

×
×

当
該

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

又
は

増
設

し
た

者
が

沖
縄

県
内

に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
当

該
施

設
又

は
設

備
を

新
設
し

又
は
増

設
し
た

者
が

沖
縄
県

内
に

有
す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
、

、

固
定
資
産
の

価
額
の
う

ち
電
気
供
給

業
用
の
設

備
に
係
る

固
定
資

産
の

価
額

固
定

資
産

の
価

額
の
う

ち
電
気

供
給
業

用
の
設

備
に

係
る

固
定
資

産
の

価
額

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
2

・

3

略
］

［
2

・

3

略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
七
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条

法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
ご
と
に
、
そ

第
二
条

法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

公
示
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基

一

事
業
税

公
示
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下
「
特
定
業
務
施

づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下
「
特
定
業
務
施

設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
の
認
定
を
受
け
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
一

設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
の
認
定
を
受
け
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後

号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後

三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き

二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き

は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
法
第
五
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
施

は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
法
第
五
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
施

設
の
用
に
供
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
一
号

設
の
用
に
供
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
一
号

か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七

か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七

号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
取
得
価
額
の
合
計
額
が
三
千
八
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
取
得
価
額
の
合
計
額
が
三
千
八
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
条
第
七
項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
四

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
条
第
七
項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
四

第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
及
び
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
六
十
六

第
八
項
第
七
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
及
び
同
法
第
六
十
八
条
の
九
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
連

条
第
六
項
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人
に
あ
っ
て
は
千
九
百
万
円
）
以
上
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設

結
法
人
に
あ
っ
て
は
千
九
百
万
円
）
以
上
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又

備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県

は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
特
別
償
却
設
備
を
事
業

が
、
当
該
特
別
償
却
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業

の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
（
当

年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い

該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
特
別
償
却
設

う
。
）
の
う
ち
当
該
特
別
償
却
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て

備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す

課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

二

不
動
産
取
得
税

公
示
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規

二

不
動
産
取
得
税

公
示
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
で
あ
っ

定
に
基
づ
き
、
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
で
あ
っ

て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項

て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
特

の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
特

別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
公
示
日
以
後
の
取
得
に
限
り
、
か

当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
公
示
日
以
後
の
取
得
に
限
り
、
か

つ
、
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と

つ
、
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と

す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る

す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

［
三

略
］

［
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る

省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定

め
る
省
令
（
平
成
五
年
自
治
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条

法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、

第
二
条

法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
場
合

い
る
場
合

イ

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
（
そ
の
日
が
平
成
五
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、

イ

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
（
そ
の
日
が
平
成
五
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、

同
日
。
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
租
税
特
別
措
置
法

同
日
。
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
三
号
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
三
項
の
表
の
第
三
号
又
は
第
四
十
五
条
第
二
項
の
表

の
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備
（
法
第
二
十
条
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
一
の
生
産
等
設

の
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備
（
法
第
二
十
条
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
一
の
生
産
等
設

備
（
ガ
ス
の
製
造
又
は
発
電
に
係
る
設
備
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る

備
（
ガ
ス
の
製
造
又
は
発
電
に
係
る
設
備
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る

事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）

事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）

に
限
る
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

に
限
る
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業

て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業

年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事

年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事

業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対

業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対

し
て
課
す
る
事
業
税

し
て
課
す
る
事
業
税

⑴

製
造
業
又
は
旅
館
業

五
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三

⑴

製
造
業
又
は
旅
館
業

五
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三

号
）
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超
一
億
円
以
下
で
あ

号
）
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超
一
億
円
以
下
で
あ
る
法
人

る
法
人
に
あ
っ
て
は
千
万
円
と
し
、
資
本
金
の
額
等
が
一
億
円
超
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
二
千
万
円

に
あ
っ
て
は
千
万
円
と
し
、
資
本
金
の
額
等
が
一
億
円
超
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
二
千
万
円
と
す

と
す
る
。
）
以
上
の
も
の

る
。
）
以
上
の
も
の

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
半
島
振
興
法
第
十
七
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改

正
）

第
四
条

半
島
振
興
法
第
十
七
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
平

成
七
年
自
治
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条

半
島
振
興
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

第
一
条

半
島
振
興
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
九
条
の
二

一

事
業
税

法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
九
条
の
二

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画
期
間
の
末
日
が
同
月
三
十
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
と
し
、
同

一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画
期
間
の
末
日
が
同
月
三
十
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
と
し
、
同

日
前
に
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
区
に
該
当
し
な

日
前
に
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
区
に
該
当
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
地
区
に
つ
い
て
は
当
該
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
ま
で

い
こ
と
と
な
っ
た
地
区
に
つ
い
て
は
当
該
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
ま
で

の
期
間
と
し
、
同
月
三
十
一
日
前
に
法
第
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画

の
期
間
と
し
、
同
月
三
十
一
日
前
に
法
第
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画

に
係
る
法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の

に
係
る
法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の

取
り
消
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
）
に
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

取
り
消
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
）
に
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
第

第
十
二
条
第
三
項
（
同
項
の
表
の
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
四
十
五
条
第
二
項
（
同
項
の
表

十
七
条
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事

の
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
第
十
七
条
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る

業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新

施
設
又
は
設
備
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
所
在

る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特

す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各

別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業

事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る

の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額

も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て

（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に

不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

場
合

イ

法
第
十
七
条
第
一
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業

五
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三

イ

法
第
十
七
条
第
一
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業

五
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三

十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等
が
千
万
円
超

十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等
が
千
万
円
超
五
千
万

五
千
万
円
以
下
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
千
万
円
と
し
、
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人
に

円
以
下
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
千
万
円
と
し
、
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て

あ
っ
て
は
二
千
万
円
と
す
る
。
）
以
上
の
も
の

は
二
千
万
円
と
す
る
。
）
以
上
の
も
の

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ

れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適

用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

第
一
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
場
合

い
る
場
合

イ

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
十
一
条
第
二
項
第
四

イ

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
十
一
条
第
二
項
第
四

号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
（
そ
の
日
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一

号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
（
そ
の
日
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一

日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画

日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画

期
間
の
末
日
が
同
月
三
十
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
と
し
、
同
日
前
に
法
第
十
六
条
第
一

期
間
の
末
日
が
同
月
三
十
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
と
し
、
同
日
前
に
法
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
取
り

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
）
に
、

消
さ
れ
た
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
）
に
、

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
四
号
又
は
第
四
十

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
三
項
（
同
項
の
表
の
第
四
号
に
係

五
条
第
三
項
の
表
の
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
第
三
十
八
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
四
十
五
条
第
二
項
（
同
項
の
表
の
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応

の
適
用
を
受
け
る
法
第
三
十
八
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備

じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は

で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額

増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
鹿
児
島
県
が
、
当
該
設
備
を

の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設

事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収

備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
鹿
児
島
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年

入
金
額
（
鹿
児
島
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設

又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
鹿
児
島
県
に
お
い
て
課
す

備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額

に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

⑴

法
第
三
十
八
条
第
一
号
イ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
事
業

五
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和

⑴

法
第
三
十
八
条
第
一
号
イ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
事
業

五
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等
が
五
千

三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超

万
円
超
一
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
千
万
円
と
し
、
資
本
金
の
額
等
が
一
億
円
超
で
あ
る
法

一
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
千
万
円
と
し
、
資
本
金
の
額
等
が
一
億
円
超
で
あ
る
法
人
に

人
に
あ
っ
て
は
二
千
万
円
と
す
る
。
）
以
上
の
も
の

あ
っ
て
は
二
千
万
円
と
す
る
。
）
以
上
の
も
の

［
⑵

略
］

［
⑵

略
］

［
ロ

略
］

［
ロ

略
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税

に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一

課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
令
和
三
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
に

第
一
条

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場

合
と
す
る
。

合
と
す
る
。

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
場
合

い
る
場
合

イ

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三

イ

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
の
区
域
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い

十
一
日
ま
で
の
間
に
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
の
区
域
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い

て
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の

て
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
て
い
た
市
町
村
の
区
域
で
あ
っ
て
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る

適
用
を
受
け
て
い
た
市
町
村
の
区
域
で
あ
っ
て
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る

区
域
に
あ
っ
て
は
同
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ

区
域
に
あ
っ
て
は
同
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
一

れ
ら
の
規
定
を
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
区
域
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
区
域
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
法
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
の
区
域
（
法
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は

又
は
法
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
の
区
域
（
法
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
市
町
村
の
区
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
含
む
。
ロ
に
お
い
て
同

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
市
町
村
の
区
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
含
む
。
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う
ち
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定

じ
。
）
の
う
ち
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定

す
る
産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
計
画
に
お
い
て
振
興
す
べ
き
業
種
と
し
て
定
め
ら

す
る
産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
計
画
に
お
い
て
振
興
す
べ
き
業
種
と
し
て
定
め
ら

れ
た
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
一
号
の
中
欄

れ
た
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
中
欄

又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
同
法
第
十
二
条

又
は
第
四
十
五
条
第
二
項
の
表
の
第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
同
法
第
十
二
条

第
四
項
の
表
の
第
一
号
の
下
欄
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
下
欄
の
規
定
の
適
用
を
受
け

第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
下
欄
又
は
第
四
十
五
条
第
二
項
の
表
の
第
一
号
の
下
欄
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

る
も
の
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

以
上
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
の
取
得
等
（
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
取
得
等

以
上
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
の
取
得
等
（
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
取
得
等

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
第
一
号
に

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
に
規
定
す

規
定
す
る
資
本
金
の
額
等
（
⑴
に
お
い
て
「
資
本
金
の
額
等
」
と
い
う
。
）
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人

る
資
本
金
の
額
等
（
⑴
に
お
い
て
「
資
本
金
の
額
等
」
と
い
う
。
）
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人
が
行
う

が
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
新
設
又
は
増
設
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お

も
の
に
あ
っ
て
は
新
設
又
は
増
設
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同

い
て
同
じ
。
）
を
し
た
者
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に

じ
。
）
を
し
た
者
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

つ
い
て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は

て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業

事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す

年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事

る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額

業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対

に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

し
て
課
す
る
事
業
税

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。





附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合

等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一

課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一

条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
（
そ

の
日
ま
で
に
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
改
正

後
の
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
観
光

地
形
成
促
進
計
画
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
前
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日

以
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
省
令
第
二
条
及
び
第
七
条
（
新
省
令
第
二
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
、
新
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
産
業
振
興
計
画
の
提
出

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
前
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は



増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
以
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設

さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
省
令
第
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
、
新
法
第
三
十
五
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
計
画
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の

前
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
か

ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
以
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

４

新
省
令
第
四
条
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
、
新
法
第
四
十
一
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
計
画
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
前

日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
か
ら

起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
以
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

５

新
省
令
第
五
条
及
び
第
七
条
（
新
省
令
第
五
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
、
新
法
第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
金
融
活
性
化
計
画
の
認

定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
認
定
が
あ
っ
た
日
の
前
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
に
新
設
さ
れ
、
又

は
増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
以
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増



設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

新
省
令
第
六
条
及
び
第
七
条
（
新
省
令
第
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ

れ
、
改
修
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
設
備
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る

設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
に

規
定
す
る
中
小
連
結
法
人
に
つ
い
て
は
、
新
省
令
第
二
条
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定

を
適
用
す
る
。


